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ソニー銀行株式会社

住宅ローン「電子契約サービス」の取り扱い開始のお知らせ

　ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：住本 雄一郎／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行）は、2019年6月
3日（月）より住宅ローンの契約手続きにおいて Web サイト上で手続きが完結する「電子契約サービス」の取り扱いを
開始しますので、お知らせいたします。

　これまで、お客さまが住宅ローンの契約手続きを行う場合は、本審査が終了した後、紙の契約書へ署名・押印のうえ、
ソニー銀行へ送付いただいておりました。本サービスの開始により、従来は 1 ～ 2 週間程度かかっていた契約書の
取り交わしが、最短で即日完結するため、お借り入れまでの期間を短縮することが可能になります。
　また、書面の住宅ローン契約書が不要となるため、これまでお客さまにご負担いただいていた住宅ローン契約締結
にかかる印紙代や印鑑証明書の取得、郵送手続きが不要になります。

　ソニー銀行では今後も IT 技術を最大限活用し、お客さまの利便性向上を図るとともに、多様なニーズにお応え
してまいります。

※	お客さまご本人（単独）のみでのお借り入れのほか、ペアローンでのご利用や担保提供者がいる場合でも、本サービスをご利用いただくこと
が可能です。

※	従来通り書面でのご契約手続きも可能です。この場合は、これまでと同様に印紙代はお客さまのご負担になります。
※	登記関連書類への記入、押印ならびに当社指定の司法書士との抵当権設定に関する面談はこれまでと同様に必要です。
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